
小牧市中小企業知的財産権取得事業費補助金 

知的財産の活用を推進し、企業価値及び資質の向上を図るため、国内及び海外におけ

る知的財産権の取得をしようとする事業者に対し、その経費の一部を補助します。 

 

１ 補助対象者 

 次のいずれにも該当する方 

・ 中小企業者である方（ただし、みなし大企業は除く） 

・ 市内に事業所を有し、当該事業所において事業を行っている方 

・ 市税の滞納のない方 

・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和２３年法律第１２号）第２

条に規定する他風俗営業その他の業種及びこれに相当すると市長が認めた業種

又はギャンブルに係る業種を営む者でない方 

 

2 補助対象事業 

・ 国内及び海外における特許の出願及び出願審査請求又は国内実用新案登録の出

願に係る事業とします。 

 

3 補助対象経費 

(1) 特許の出願及び出願審査請求又は国内実用新案登録の出願に係る手数料 

(2) 弁理士に支払った特許の出願及び出願審査請求又は国内実用新案登録の出願に 

係る手数料相当額並びに弁理士への報酬（成功報酬を除く。）及び経費 

  (3) 国が定める中小企業等海外展開支援事業費補助金実施要領第４条第１項の規定

により公益財団法人あいち産業振興機構が助成対象経費として認めた経費 

※ 消費税は除く 

 

４ 補助金額 

補助対象経費×１／２ 

※ 限度額は、１つの知的財産権につき 15 万円。 

※ 1 事業者あたり１年度につき 50 万円を限度とします。（国内知的財産権及び海外

知的財産権をあわせた額とします。） 

※ １００円未満の端数が生じた時には、その端数を切り捨てた額とします。 

 

 

 

 

 

 

知的財産の活用を支援します!! 令和７年１０月改定

版 



＜添付書類＞ 

・補助対象経費の内訳を証する書類（見積書等の写し） 

・登記事項証明書の写し（個人の場合は、確定申告書の写し） 

・申請日以前 1年間において納期の到来した小牧市市民税及び固定資産税の 

納税証明書又は納税状況調査承諾書 

・個人事業者にあっては事業者本人、法人にあっては代表者又は担当者の本人 

確認書類（運転免許証等顔写真付きのもの）の写し 

＜添付書類＞ 

・補助対象経費の内訳を証する書類(明細書、領収書等の写し) 

・出願番号の分かる受領書の写し 

・発明・考案の概要が分かる書類の写し 

・補助対象経費の支払を証する写し 

・中小企業等海外展開支援事業費補助金確定通知書の写し（海外知的財産権のみ） 

・小牧市中小企業知的財産権取得事業費補助金交付請求書（様式第７） 

※審査前のため請求日は空欄 

 

＜問い合わせ先＞  

小牧市役所 商工振興課 新産業創出係      

〒485－8650  

小牧市堀の内三丁目１番地   

電話：０５６８（７６）１１１２ 

 申請から交付の流れ  
① 交付申請書の提出 

特許若しくは実用新案の出願日又は出願審査請求の前までに、小牧市中小企業知的財産権

取得事業費補助金交付申請書（様式第１）に下記書類を添えて市役所商工振興課へ提出して

下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 小牧市から申請者宛に小牧市中小企業知的財産権取得事業費補助金交付決定通知書を送

付します。 

※ 決定通知書後に計画に変更や中止等が生じた場合には、変更の実施前に、変更手続きが必

要です。 

③ 実績報告書の提出 小牧市中小企業知的財産権取得事業費補助金実績報告書（様式第５）

に添付書類を添え、下記の期限までに市役所商工振興課へ提出して下さい。 

期限 

国内知的財産権 海外知的財産権 

国内の特許若しくは、国内実用新案の出願又

は出願審査請求日から起算して3０日以内又

はその年度の 3 月 31 日までのいずれか早

い日まで 

あいち産業振興機構から通知される中小企

業等海外展開支援事業費補助金（海外出願

支援事業）補助金確定通知書を受け取った日

から起算して３０日以内又はその年度の３月

３１日までのいずれか早い日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
④ 小牧市から申請者宛に小牧市中小企業知的財産権取得事業費補助金確定通知書を送付し

ます。 

 
⑤ 補助金交付 

 


